
高病原性鳥インフルエンザの県内発生に係る対応について 
 

 

１ 発生日 

令和６年１月27日(土) 

 

２ 発生農場 

（１）所 在 地 防府市大字台道 

（２）飼養状況 採卵鶏17羽、あひる3羽、あいがも2羽、がちょう1羽、計23羽 

 ※ 鶏卵は自家利用、鶏以外の家きんは愛玩用  

 

３ 経過 

日時 内容 

1/26(金) 

14:00 

 

 

 

・ 飼養者から中部家畜保健衛生所(以下、｢家保｣という。)に対

し、鶏の死亡羽数増加や沈うつ等の異常通報 

※ 直近４日間の死亡羽数の推移 

1/23：2羽、1/24：3羽、1/25：3羽、1/26：1羽 計9羽 

・ 家保が農場へ立ち入り、5羽の採卵鶏について簡易検査を実

施、4羽でＡ型鳥インフルエンザ陽性を確認 

※ 簡易検査 死亡鶏3羽中3羽、生存鶏2羽中1羽で陽性  

20:00 ・ 第1回山口県高病原性鳥インフルエンザ対策連絡会議 

20:30 ・ 第1回山口農林水産事務所特定家畜伝染病現地対策連絡会議 

1/27(土) 

7:00 

・ 家保において遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフ

ルエンザの疑似患畜として確定(H5亜型)、防疫措置を開始 

・ 発生農場における防疫作業(殺処分及び消毒) 

・ 移動制限及び搬出制限区域の設定(区域内において鶏卵や鶏

肉等の移動や搬出を制限) 

・ 消毒ポイント２か所を設置(畜産関係車両の消毒) 

8:50 ・ 発生農場の防疫作業終了 

9:00 ・ 第2回山口県高病原性鳥インフルエンザ対策連絡会議 

9:30 ・ 第2回山口農林水産事務所特定家畜伝染病現地対策連絡会議 

1/27(土) ・ 県内家きん飼養農場(100羽以上)における緊急消毒を指示 

1/30(火) ・ 消石灰の配布開始 

1/31(水) ・ 国の遺伝子解析により患畜確定(H5N1亜型) 

2/ 7(水) 

0:00 

・ 搬出制限区域解除、同区域の消毒ポイント廃止 

2/18(日) 

0:00 

・ 移動制限区域解除、同区域の消毒ポイント廃止 

⇒ 発生区域の防疫措置完了 



 

４ 県の対応 

（１）会議の開催 

ア 山口県高病原性鳥インフルエンザ対策連絡会議の開催 
区分 第１回 第２回 

開催日時 令和6年1月26日(金)20:00 令和6年1月27日(土) 9:00 

出 席 者 県庁関係29課、36人 県庁関係29課、34人 

協議内容 

・防府市における高病原性鳥インフ

ルエンザ疑い事例について 

・本県の対応について 

・高病原性鳥インフルエンザ疑似患

畜の確認について 

・本県の対応について 

・消毒ポイントについて 

・相談窓口の設置について 

 

  
山口県高病原性鳥インフルエンザ対策連絡会議 

 

イ 山口農林水産事務所特定家畜伝染病現地対策連絡会議  
区分 第１回 第２回 

開催日時 令和6年1月26日(金)20:30 令和6年1月27日(土) 9:30 

出 席 者 
県、市、県警、関係団体、飼料販売事

業者 24人 

県、市、県警、関係団体、飼料販売事

業者 25人 

協議内容 

・防府市の家きん飼養者における高

病原性鳥インフルエンザ疑い事例 

・今後の防疫スケジュール 

・発生地付近の家きん等の飼養状況 

・防疫措置準備に対する協力依頼 

・報道関係に対する留意事項 

・高病原性鳥インフルエンザ疑似患

畜の確認について 

・本県の対応について 

・消毒ポイントについて 

・相談窓口の設置について 

 

  
山口農林水産事務所特定家畜伝染病現地対策連絡会議 



 

（２）発生農場における防疫措置 

ア 殺処分及び消毒 

・ 飼養家きん(12羽)を炭酸ガスにより殺処分した後、感染性廃棄物用密

閉容器に封入後、家保に輸送、焼却 

・ 鶏舎内及び鶏舎周囲への消石灰散布 

・ 防疫作業者や飼養者及び家族の健康調査：異常なし 

・ 動員者数：県職員13人(家保・獣医師10、防府保健所・保健師3) 

 

  
鶏舎内に立ち入る家畜防疫員 鶏舎内の様子 

  
沈うつ等を呈する採卵鶏 炭酸ガスによる殺処分 

  
消石灰の散布(鶏舎周囲) 消石灰の散布(鶏舎内) 

 



イ 防疫作業終了以降の農場消毒 

・ 国の防疫指針に基づき、2月5日(月)及び2月13日(火)に２回実施 

 

ウ 発生原因究明のための疫学調査 

・ 家保が飼養者からの聞き取り等を行い、国に報告(農林水産省ＨＰに掲

載済) 

 

（３）移動制限及び搬出制限区域の設定 

ア 設定区域及び期間・解除 

・ 搬出制限区域（移動制限区域の外縁、発生農場から半径3～10km以内） 

令和6年1月27日(土)～2月6日(火)  解除：2月7日(水)午前0時 

・ 移動制限区域（発生農場から半径3km以内） 

令和6年1月27日(土)～2月17日(土)  解除：2月18日(日)午前0時 

 
 

イ 制限区域内の家きん飼養農場(100羽以上) 

・ 移動制限区域 該当なし 

・ 搬出制限区域 肉用鶏2戸 

 1戸で4万羽を飼養、設定期間中の出荷なし 

 残り1戸で設定期間中の飼養計画なし 

 

（４）消毒ポイントの設置 

ア 設置場所[(３)を参照] 

・ 中部家畜保健衛生所(山口市嘉川)   [①] 

・ 県道21号千切峠路側帯(防府市切畑) [②]  



イ 運営体制 

・ 稼働時間 24時間 

・ 作業内容 動力噴霧器による畜産関係車両の消毒 

・ 作 業 者 山口県ペストコントロール協会(業務委託) 

 

ウ 実施状況 

区分 ① 中部家畜保健衛生所 ② 県道21号千切峠路側帯 

設置年月日 令和6年1月27日(土) 

設置期間 

11日間 

2月7日(水)午前0時に廃止 

搬出制限区域解除と同時 

22日間 

2月18日(日)午前0時に廃止 

移動制限区域解除と同時 

消毒台数 38台 83台 

 

 

 

 

 

 

 

 
消毒ポイント(県道21号千切峠路側帯) 消毒作業 

 

（５）県内家きん飼養農場への対応 

ア 緊急消毒の実施及び消石灰配布 

・ 対象農場 100羽以上を飼養する84戸(採卵鶏34、肉用鶏49、キジ1) 

・ 実施期間 令和6年1月28日(日)～2月29日(木) 

・ 実施方法 消石灰を農場内(鶏舎周囲及び農場外縁部)に散布 

・ 散布(配布)量 184t(20kg×9,211袋) 

 

 

 

 

 

 

 

 
家きん飼養農場での緊急消毒 

 



イ 県内家きん飼養農場等への注意喚起 

・ 対 象 者 県内家きん飼養農場※、市町、関係団体、飼料販売業者等 

 ※ 100羽以上：84戸、100羽未満：477戸 

・ 方  法 文書通知やパンフレット配布、県ＨＰへの掲載 

・ 内  容 消毒や野鳥等の侵入防止対策、異常時の早期通報等の徹底 

 

（６）相談窓口の設置及び県民への情報提供 

ア 庁内及び出先機関に相談窓口を設置 

イ 発生状況や防疫対応、消費者向け情報を県ＨＰに随時掲載 
 

＜関係課の対応＞  

所属 対応状況 

学事文書課 

・ 私立学校・大学に対する注意喚起文書発出 

・ 私立幼稚園等における家きん飼育状況の確認依頼 

 幼稚園・こども園 31羽(9園/120園)全て健康 

 中・高校 飼育なし(30校) 

県民生活課 ・ 消費生活センターHPで相談ダイヤル設置等の情報提供 

生活衛生課 

・ 相談件数5件(死亡野鳥及び食鳥肉の輸出に関すること) 

・ 動物取扱業者等の鳥類飼養者に対して、飼育鳥の衛生管理につ

いて注意喚起を実施（電話連絡） 

自然保護課 

・ 相談件数28件(死亡野鳥に関すること） 

・ 野鳥重点監視区域を指定(1/27～2/24)、ウイルス保有状況調査

(死亡野鳥等調査)を実施（検査件数：1件、陰性） 

健康増進課 ・ 相談件数3件(死亡野鳥に関すること(防府保健所)) 

文化振興課 
・ 周南市教委へナベヅルに異常がないこと、保護センターでの消

石灰散布を確認 

ぶちうまやまぐち

推進課 
・ ＨＰへ鶏肉･鶏卵の安全性に関する情報を掲載 

畜産振興課 ・ 相談件数2件(鶏肉、鶏卵の安全性、鶏の病気に関すること) 

高校教育課 

・ 鳥類を飼養している県立高校２校へ、管理に係るチェックシー

トを送付し、異常なしを確認 

・ 公立幼稚園、学校における飼育鳥類の状況調査 

警察本部警備課 ・ 管轄の警察署及び隣接する警察署へ情報共有 

 

５ 発生区域の市の対応 

・ 制限区域内の小羽数農家(防府市：30戸、山口市：26戸)に対し、消石灰

及び注意喚起のパンフレットを配布 

・ 消毒ポイントの給水（防府市：消毒ポイント②） 


